
令和６年度 宝塚市教育委員会スクールソーシャルワーカー募集案内 

 

宝塚市教育委員会 

 

宝塚市内の小・中学校に配置するスクールソーシャルワーカーを募集します。 

 

１ 応募資格 

  応募資格は、次の要件をすべて満たす者に限ります。 

（１） 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者（令和４年３月末までの取得見込みを含む） 

（２） スクールソーシャルワーカーとして職務を遂行するために必要な熱意、識見を有する者 

（３） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条のいずれにも該当しない者 

（４） スクールソーシャルワーカーとして３年以上経験がある者 

 

２ 職務内容 

（１） 課題を抱える児童生徒に関する事案の整理 

（２） 校内・連携ケース会議等における福祉的視点からのアセスメントとプランニング 

（３） 学校と関係機関・福祉部局等との円滑な連携のための連絡・調整 

（４） 児童生徒・保護者・教員に対する相談活動 

（５） 福祉的視点を生かした教職員に対する研修 

（６） その他、教育委員会が必要と認めるもの 

 

３ 勤務条件 

 （１） 報酬月額  206,885円（採用年度当初 35歳の場合） 

     ※令和５年４月１日現在 

     ※上記金額は地域手当相当分を含む報酬額です。 

     ※期末手当や通勤手当等が規定に基づき支給されます。 

 （２） 勤務時間 原則：１日７時間４５分、週４日勤務、9：00から 17：30（休憩 45分） 

          ※場合によって、別途勤務時間の変更あり。 

  

４ 採用予定 

  若干名 

 

５ 採用予定日 

  令和６年９月１日 

 

６ 任用期間 

  令和６年９月１日から令和７年３月３１日 

  ※勤務実績等が良好な場合、再度任用されることがあります。 

 

７ 応募の手続  

   

あて先 〒665-8665 宝塚市東洋町１番１号 

宝塚市教育委員会 学校教育課 

受付期間 令和６年３月１日（金）から令和６年３月２９日（金） 

申込方法 持参受付は行いませんので、必ず郵送で申し込んでください 

提出書類 ・令和６年度宝塚市スクールソーシャルワーカー応募用紙 

・資格を有している者は、それを証明する書類の写し 

・送付先を記入し、８４円切手を貼付した封筒１通（１次合否通知及び合格者面接日程通知用） 

 

 

 



８ 選考日時・場所等 

（１） 選考日時 

令和６年４月１２日（金） ※詳細は一次合格者対象に連絡します 

（２） 会場 

宝塚市立中央公民館 

（３） 選考方法 

①  書類（応募用紙）による一次選考 

② 一次選考合格者対象に筆記試験（作文）、面接による二次選考を行い、最終合格者を決定 

（応募書類の返却はありません） 

【作文課題】「小・中学校でスクールソーシャルワーカーとして取り組みたいこと」（８００字以内） 

（４） 選考基準（主な評価の観点） 

① 児童生徒等の支援について、福祉的な視点から学校と関係機関とをコーディネートし、ケース会議等

を通じて、教職員等へ適切なアドバイスができるか。 

② 教育問題に造詣が深く、親身になって教職員、子ども、保護者の相談に積極的に応じられるか。 

③ 幅広い識見をもって主体的、自律的に活動を行いながら、教職員と密接に連携して組織的な対応を図

ることができるか。 

 

９ 選考結果の通知 

  ８（３）①②の選考後、書類郵送（１週間程度要します） 

  

１０ 注意事項 

（１） 応募資格がないこと又は応募書類の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格を取り消すことが

あります。 

（２） 提出書類等については、返却いたしません。 

（３） 返信用封筒には、住所、氏名、を記入してください。住所には、マンション名、号室、〇〇方等まで記入し

てください。 

（４） 合否についての電話照会は厳禁とします。 

 

参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員法第１６条 

 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受ける

ことができない。 

１ 成年後見人又は被保佐人※ 

２ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

３ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

４ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ※「成年被後見人又は被保佐人」には、民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第

３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含みます。 

＜問い合わせ先＞ 

 宝塚市教育委員会事務局学校教育課  

 〒665-8665 宝塚市東洋町１番１号 

TEL：0797-77-2028   FAX：0797-71-1891 

 E-mail : m-takarazuka0112@city.takarazuka.lg.jp 

    


